
平成１６年１０月５日判決言渡 
平成１５年(ワ)第２８３６号 立替金等請求事件
平成１６年８月２４日 口頭弁論終結

判決
主文

　１　被告は，原告に対し，金３０９８万７８４６円及びこれに対する平成１５年２月１９日か
ら支払済みまで年１４．６パーセント（日歩４銭）の割合による金員を支払え。

　２　訴訟費用は，被告の負担とする。
　３　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　請求
　　　主文同旨
第２　事案の概要
  　  本件は，訴外Ａ（以下「訴外Ａ」という。）名義の信用取引口座を開設していた原告が，

その口座は被告の借名口座であり，その口座での取引は被告の借名取引であるか
ら，その取引によって生じた損失は被告が負担すべきであるなどと主張して，被告に
対し，債務不履行または不法行為に基づき，立替金（損害）の支払を請求している
事案である。

１　前提事実（以下の事実は，当事者間に争いがないか，後掲の証拠によって容易に
認定することができる事実である。）

　　(1)　当事者等
ア　被告は，労働大臣を務めたことがある元衆議院議員であるが，業務上横領，

詐欺，背任などを公訴事実として起訴された。東京高等裁判所（控訴審）は，被
告に懲役３年６月の実刑判決を宣告し，被告は，現在上告中である。なお，被
告の妻はＢ（以下「訴外Ｂ」という。）である（甲１４号証，弁論の全趣旨）。

イ　株式会社ケイエス企画（以下「ケイエス企画」という。）は，有価証券の運用売
買等を業とする会社であり，その事務所は，東京都中央区日本橋三丁目２番２
号八重洲ヤマガタビル３階にあったが，平成１４年９月から同年１２月までの間
に同区日本橋三丁目１番１６号共同ビル６階に移転した。ケイエス企画の中に
は，ホームトレード研究会という株式取引を行うための組織があった（甲１１号
証の７ないし１２，２８，４４，４５，弁論の全趣旨）。

　　　ウ　被告の運転手である訴外Ａ名義の口座が原告本店投資顧問部において開設さ
れたが，その際の担当者は，原告の歩合外務員であるＣ（以下「訴外Ｃ」とい
う。）であった。なお，訴外Ｃは，平成１４年１２月以前に原告を退社した。Ｄ（以
下「訴外Ｄ」という。）は，訴外Ｃの上司であった（甲１２，１３号証，Ｃ証言，弁論
の全趣旨）。

　　　エ　Ｅ（以下「訴外Ｅ」という。）は，被告と知り合いであり，結婚式場や葬祭場を経営
するなどしている（甲１１号証の５，６，甲１５号証，弁論の全趣旨）。

　　　オ　Ｆ（以下「訴外Ｆ」という。）は，平成１２年１０月からのぞみ証券株式会社（以下
「のぞみ証券」という。また，以下，証券会社については，「株式会社」との商号
を省略することとする。）に勤務しており，訴外Ｂや訴外Ａら名義の口座におけ
る取引を担当していた。訴外Ｆは，平成１５年１月にのぞみ証券を退社し，現在
は他の証券会社に勤務している。なお，訴外Ｆの上司はＧ（以下「訴外Ｇ」とい
う。）で，同人ものぞみ証券を退社している。訴外Ｇは，訴外Ｃが三洋証券に勤
務していた時の先輩であった（甲１３，乙１号証，Ｆ証言）。

(2)　事実関係
      ア　株式会社東京理化工業所（以下「東京理化工業所」という。）は，訴外Ｈら同族の

経営による会社であり，同社の株式は，東京証券取引所二部上場銘柄であ
る。平成１２年から平成１４年ころの同社の発行済み株式数は，約１１００万株
であった（甲５，１１号証の２ないし４，６ないし４５）。

　　　イ　東京理化工業所の株式は，平成９年ころ１株３００円以上の株価をつけたことも
あったが，平成１２年ころは１株１００円前後であったところ，同年１０月中旬ころ
から急激に出来高が急増するとともに，株価も急騰し始めた。ちょうどそのころ
から，ケイエス企画や訴外Ｅや同人が経営する会社名義で，東京理化工業所
の株式が購入，処分され始めた。なお，ケイエス企画名義での購入資金の一
部を訴外Ｂが貸し付けた（甲５，１０，１１号証の５ないし１２，２８，４４，４５）。

　　　ウ　訴外Ｂを含むケイエス企画の関係者（個人）や有限会社ビック・パーシモン（以下



「ビック・パーシモン」という。）ら名義でも，ケイエス企画と同様の取引がなさ
れ，関東財務局長への報告（証券取引法２７条の２３第１項または同条の２５第
１項に基づくもの。以下同じ。）によれば，それらの個人・会社とケイエス企画
が，東京理化工業所の株式を共同保有しているものとされ，ケイエス企画が大
量保有報告書提出の代理人となっていた。それだけでなく，購入資金を訴外Ｂ
が貸し付けた場合もあった（甲１１号証の１３ないし２７，２９ないし４５）。

　　　エ　以上のような経緯を経て，東京理化工業所の株価は，平成１３年３月には，一時
８００円台をつけるまでになったが，その後は，平成１４年１１月下旬まで，概ね
４００円から６００円台で推移していた（甲５，１０号証）。

　　　オ　訴外Ｅは，平成１３年１１月２１日，原告に取引口座を開設し，代用有価証券を東
京理化工業所の株式とする信用取引を開始した（甲１３号証）。

　　　カ　訴外Ａは，同年１２月１０日，証券総合口座申込書及び信用取引口座設定約諾
書に署名押印し，原告に提出した。訴外Ａは，証券総合口座申込書に，勤務先
はビッグ・パーシモンで，役職は顧問である，投資経験があり，主たる資金の性
格は余裕資産である，資産は１０００万未満である，投資目的はキャピタルゲイ
ン重視であるなどと記入した。訴外Ｄは，訴外Ｃ同席の上で，訴外Ａと面談し，
同日，原告本店投資顧問部に訴外Ａ名義の取引口座及び信用取引口座（以下
「本件口座」という。）が開設された。なお，信用取引口座設定約諾書１３条及び
甲１６号証によれば，信用取引に関して原告に対する債務の履行を怠ったとき
は，原告に対して履行期日の翌日より履行の日まで，日歩４銭の割合による遅
延損害金を支払うものとされている（甲１，２，６，１２，１３，１６号証，Ｃ証言）。

      キ　同月１１日，信用取引の担保として本件口座に現金３００万円が入金され，同月１
３日から，本件口座で信用取引が開始されたが，本件口座での取引の内容は
東京理化工業所の株式の信用売買だけであり，その担当者は訴外Ｃであっ
た。本件口座で最後に信用買付けがなされたのは平成１４年８月１日であり，そ
の時点で，担保として現金合計２０２９万９２１３円，代用有価証券として東京理
化工業所の株式が合計１万７０００株差し入れられていた（甲３，４，１３号証，Ｃ
証言）。

      ク　同年９月５日，訴外Ａ名義で大量保有報告書が関東財務局長に提出されており，
それには次のような記載がなされている。なお，その報告書は，ケイエス企画
が訴外Ａの代理人として提出した（甲１１号証の４４）。

　　　　(ア)　勤務先はホームトレード研究会であり，職業は会社役員である。
　　　　(イ)　東京理化工業所の株式を６３万５０００株（発行済み株式総数の５．４４パーセ

ント）保有している。なお，直前の報告書に記載された保有割合は６．９４パ
ーセントである。

　　　　(ウ)　ゲット証券において１２万９０００株，明和証券において１７万９０００株，日本
アジア証券において１万１０００株，原告において１２万５０００株を信用買建
てしている。

　　　　(エ)　株式取得資金額は２億４４７６万７０００円であり，そのうち自己資金が２億３０
７３万４０００円，借入金が１４０３万３０００円である。また，訴外Ｉを相手方とし
て１５万１０００株について消費貸借契約に基づく担保契約を締結し，訴外Ｂ
を相手方として２万８０００株について同様の契約を締結している。なお，訴
外Ｉは，ケイエス企画の関係者である。

　　　　(オ)　保有目的は純投資である。
　　　ケ　同年１１月下旬，東京理化工業所の株価が４００円台に下落し，同年１２月４日

には１３０円台まで下落した。そのため，本件口座で信用買建てしていた平成１
４年６月１３日約定５万１０００株（買付単価５３５円），同月１９日約定４万株（買
付単価５４３円）及び同年８月１日約定３万４０００株（買付単価５９１円）につい
て，同年１１月２８日受渡日で担保不足が生じ，その後追加担保の提供がなか
ったので，原告は同年１２月４日（約定日）に受託契約準則に則って強制処分を
行った。なお，処分時の単価は１３０円であった。その結果，取引上の損金が合
計５３８６万７８６１円発生し，信用取引保証金２０７１万６０９４円及び担保株券
（東京理化工業所１万７０００株）処分代金２１６万３９２１円を前記損金に充当し
た残額３０９８万７８４６円の立替金が発生した（甲３，４，１０号証，弁論の全趣
旨）。

　　　コ　同年１２月３日にも，訴外Ａ名義で大量保有報告書が関東財務局長に提出され
ており，それには次のような記載がなされている（甲１１号証の４５）。



　　　　(ア)　東京理化工業所の株式を５９万８０００株（発行済み株式総数の５．１２パーセ
ント）保有している。

　　　　(イ)　ゲット証券において２３万９０００株，明和証券において１４万４０００株，原告
において１２万５０００株を信用買建てしている。

　　　　(ウ)　株式取得資金額は２億８４８６万７０００円であり，そのうち自己資金が２億４５
６３万８０００円，借入金が３９２２万９０００円である。また，訴外Ｉを相手方とし
て９万株について消費貸借契約に基づく担保契約を締結している。

　　　サ　訴外Ｄは，同月５日午前６時過ぎころ，本件口座において発生した立替金につい
て話し合うため，訴外Ａの自宅（都営アパート）を訪れ，同人と面談して，その内
容を録音テープに録音した（甲９，１２号証）。

シ　同月２７日にも，訴外Ａ名義で大量保有報告書が関東財務局長に提出されて
おり，それには次のような記載がなされている。なお，同日提出されたケイエス
企画の報告書には，同月に共同保有者の合意が解消されたと記載されている
（甲１１号証の４５）。

　　　　(ア)　東京理化工業所の株式を４５万４０００株（発行済み株式総数の３．８９パーセ
ント）保有している。

　　　　(イ)　ゲット証券において２３万９０００株，明和証券において１４万４０００株を信用
買建てしている。

　　　　(ウ)　株式取得資金額は２億２７９１万３０００円であり，そのうち自己資金が１億８８
６８万４０００円，借入金が３９２２万９０００円である。また，訴外Ｉを相手方とし
て７万１０００株について消費貸借契約に基づく担保契約を締結している。

　　　ス　原告は，被告とともに，訴外Ａも相手方として本件訴訟を提起したが，訴外Ａは，
平成１５年１１月１９日，原告の請求を認諾した（弁論の全趣旨）。

　２　争点及び当事者の主張
　(1)　争点１（被告は原告に対して契約責任を負うか）

    （原告の主張）
　　　ア　被告は，平成１２年１０月ころ，東京理化工業所の現物株式を１株１００円台で大

量に取得し，その株式を自己が主宰する投資クラブであるケイエス企画名義，
または政治家時代に後援者として付き合いのあったJ株式会社（代表取締役は
訴外Ｅである。）名義で保有していた。その後，被告は，１０社以上の証券会社
において，ケイエス企画の職員や訴外Ｂ名義で東京理化工業所の株式の信用
買付注文を大量に出すようになり，その結果，同社の株価が急騰した。被告
は，その過程で，保有していた同社の株式を高値で順次売却して利益を獲得し
た。被告は，自己が保有する大量の東京理化工業所の現物株式の高値売抜
けを企図して，株価吊上げ及び買支えの意図の下に，決済資金支払の意思も
能力もなく，実際には反対売買による決済を予定しないで，大量の信用買付注
文を出して多額の利益を獲得していたものである。

　　　イ　被告は，のぞみ証券の妻名義の口座等で東京理化工業所の株式を信用買付け
していたが，同社では買付限度枠があり，その枠以上に買付けをすることがで
きなかった。そこで，被告は，自己の投資アドバイザーである訴外Ｆに他社の紹
介を依頼し，訴外Ｇ及び同Ｆは，被告に対して，訴外Ｃを紹介した。訴外Ｃは，
訴外Ｆから被告の借名口座開設の依頼を受け，また，平成１３年１２月上旬に
は，ケイエス企画の事務所において，被告から訴外Ａ名義での口座開設を依
頼された。訴外Ｃは，明白な借名取引であると証券会社として受注できないこと
から，形式的に口座名義人である訴外Ａと連絡をとって受注することを条件とし
て，上記依頼に応諾した。そして，訴外Ｃは，本件口座開設後，被告に東京理
化工業所の株式のバイカイ・手口（どこの証券会社からどの位の単位で売買注
文が出ているか）等の情報を逐次報告して，被告から直接又は訴外Ａを介して
東京理化工業所の株式の信用買付注文を受けていた。訴外Ａが注文を出す場
合もあったが，訴外Ｃとの間で具体的なやり取りがあるわけではなく，本件口座
での東京理化工業所の株式の信用買付取引（以下「本件取引」という。）におい
て訴外Ａの投資判断が介在していないことは明らかである。

　　　ウ　訴外Ｃは，原告の営業担当者として原告の営業行為に関する代理権を有してお
り（証券取引法６４条の３第１項），訴外Ｃとしても，本件口座が被告の借名口座
であり，被告がその口座における取引の主体であると認識していた。本件口座
開設は，被告の意思に基づいて行われたものであり，訴外Ａとしては，自己の
名義を被告に貸しているというだけで，多額の立替金が発生した場合に自らが



責任を負う意思まで有していたとは考えられない。訴外Ａは，本件訴訟提起前
に，本件口座において取引をする意思も能力も有しておらず，被告の形式作り
を手伝ったことを明確に認めている。したがって，契約当事者の合理的意思解
釈によっても，本件の立替金の債務者は被告である。

　　　エ　したがって，本件取引は被告の借名取引であり，被告がこの取引当事者にほか
ならないから，この取引によって発生した立替金について被告は支払義務を負
う。

　　（被告の主張）
ア　契約（取引）は，当事者双方の意思が合致したときに成立するのであり，当該

契約につき自己が当事者となることを承認した者は，内心においても表示のと
おりの意思を有しており，契約は不成立でも無効でもない。契約当事者が表示
どおりの効果を欲して契約した場合，意思と表示とは合致しており，動機や事
情と関わりなく，そのとおりの契約効果が発生する。

イ　訴外Ａは，本件訴訟において，本件口座が自己の口座であり，その口座での
取引が自己の取引であったことを明確に認めており，本件口座での取引は，原
告と訴外Ａとの間に成立した。したがって，訴外Ａが取引の責任を負うのであ
り，契約上の責任が被告に帰属することはあり得ない。

ウ　株の取引においては自己責任が強調され，証券会社が信用取引に応じる際
には，顧客の追証不可能，立替金の回収不能のリスク負担が当然の前提とな
る。原告は，本件口座開設以来，担保処分実行に至るまで，終始一貫，訴外Ａ
を取引主体として認識し，扱ってきたのであって，訴外Ａについて信用力を判断
した上で，取引に応じたはずである。

エ　訴外Ｆは，訴外Ｃに対して，借名取引をもちかけたことはない。訴外Ｃは，原告
本社において訴外Ａと面談の上で本件口座を開設し，注文も同人から受けたも
のである。訴外Ｃの認識としても取引主体は訴外Ａで，本件口座での取引は名
実ともに訴外Ａの取引であり，立替金は訴外Ａに請求すべきものである。

オ　原告のその余の主張は，すべて否認ないし争う。
　　(2)　争点２（被告は原告に対して不法行為責任を負うか）

（原告の主張）
　　　ア　本件口座での取引の主体が訴外Ａであるとの前提に立った場合でも，東京理化

工業所の株式の買上げ・買支えを計画・実行したのは被告であり，かつ被告は
当時から刑事事件で保釈中の身分であり，株式取引において自己の名を表に
出すことができず，買上げ・買支えに失敗した場合には，訴外Ａの責任とする意
図の下，本件取引行為を指示・実行したものである。被告が指示・実行したス
キームは，証券市場を混乱に陥らせる行為であり，私法上も社会的相当性を
逸脱しており，不法行為責任を発生させる。

　　　イ　訴外Ａは無資力であるため，原告は訴外Ａから立替金を回収することが不能とな
っており，原告には立替金相当額の損害が発生している。したがって，被告は，
不法行為に基づきその賠償責任を負う。

　　（被告の主張）
　　　ア　原告は，本件口座を開設し，取引を開始して以来，終始一貫，訴外Ａを取引主体

と認識していたのであるから，資力の有無等取引適格性の判断対象としていた
のは訴外Ａである。つまり，取引時点におけるリスクの判断，信用力の調査，判
定の対象は訴外Ａであり，原告自身が訴外Ａを取引相手と認識して取引をした
ものである。したがって，不法行為を根拠に被告に帰責すべき何らの事情も行
為も存在せず，原告の主張は，それ自体失当である。

　　　イ　証券取引に関する公法上の規制と証券会社の個別取引に関する回収の問題
は，全く別物である。株取引は，当然自己責任によるものであり，証券取引の
プロである原告は，自らの責任と判断のもとに，訴外Ａの口座開設を承認し，同
人からの注文に応じてきたものであって，このような取引において立替金の発
生は当然予想されるものであるから，原告がその危険や損失を負担すべきも
のである。

      ウ　原告のその余の主張は，すべて否認ないし争う。
第３　当裁判所の判断
　１　争点１（被告は原告に対して契約責任を負うか）に対する判断
　  (1)　原告が本件で請求している立替金は，本件口座における東京理化工業所の株式

の信用買付取引によって発生したものであるから，立替金の支払義務を負う者



は，その信用買付取引の取引主体であることはいうまでもない。
　　　　この点，被告は，本件口座の名義人が訴外Ａで，訴外Ａが口座開設の手続をとっ

たことから，本件口座での取引主体は訴外Ａであると主張している。確かに，口座
の開設手続をとったのが誰かということは，その口座での取引の主体を確定する
にあたって考慮すべき事実ではあるが，本件においては，本件口座での取引が
借名取引か否かが争われているのであるから，口座開設手続をとったのが誰か
ということや口座の名義人が誰かということだけでなく，本件口座開設に至る経緯
やその後の取引の状況などを検討し，これらの事実を踏まえた上で，本件口座で
の取引の主体を確定する必要がある。以下，このような観点から検討する。

    (2)　本件口座開設に至る経緯やその後の取引の状況については，訴外Ｃが証言して
いるが，被告はこの証言の信用性を争っている。そこで，訴外Ｃの証言の信用性
の有無について検討しておく。

　　　ア　本件口座開設に至る経緯について，訴外Ｃは，訴外Ｆから被告の借名口座とし
て訴外Ａ名義の口座を開設してほしい旨の話をされたと証言しているのに対
し，訴外Ｆはこれを否定する証言をしている。

　　　　　そこで，両者の証言の信用性について検討すると，訴外Ｆは，訴外Ｃに対して訴
外Ａという名を出さずに原告での信用取引口座開設の可否を聞いたということ
であるが，原告が信用取引口座開設の可否を判断するにあたり，口座開設者
が誰かということは重要なことであるから，訴外Ａの名を出さずに信用取引口座
開設の可否を聞いたという証言は採用し難い。そればかりでなく，訴外Ａが本
件訴訟提起前に，訴外Ｄに対し，「のぞみのＦさん（女性）」が株式に関するコン
サルタントとして被告に情報提供していた，株式の売買は被告の指示でやって
いたなどと訴外Ｃの証言に沿うこと述べていること（甲９，１２号証）からすると，
本件口座開設に至る経緯については，訴外Ｃの証言がより信用することができ
る。

          これに対し，被告は，訴外Ａの本件訴訟提起前の発言の信用性を争っている。ま
た，弁論の全趣旨によれば，本件訴訟において，訴外Ａは，訴外Ｄとの面談の
際，東京理化工業所の株価が急落し，多額の損金が発生してパニック状態と
なってしまったため，ある事，ない事を種々話してウサ晴らしをしてしまった旨を
記した書簡（丙１号証として提出されたもの）を提出して，一転して本件取引は
自己の取引であったと主張していることが認められる。しかし，パニック状態に
あり，ウサ晴らししてしまったなどという供述を変遷させた経緯についての説明
は合理的とは言い難い。また，被告の運転手という立場にあった訴外Ａがあえ
て虚偽の内容を述べてまで被告に責任を転嫁するとは考え難い。むしろ，上記
発言は，事実をありのままに述べて自分は名義を貸した立場に過ぎないことを
訴外Ｄに説明しようという動機に出たものであったところ，その後，被告の立場
に配慮して一転して自己の取引であったと供述を転換したものと解する方が事
実経過として自然に受け入れられる。さらに，そこでの会話全体から，聞き手で
ある訴外Ｄが，当時，本件取引を被告の借名取引とは考えていなかったことが
うかがわれ，訴外Ａの発言を誘導したとも認められないし，その内容自体，前提
事実で認定した客観的事実と整合性を有することに照らせば，訴外Ａが本件訴
訟提起前に述べていたことは信用することができるというべきであり，訴外Ａの
本件訴訟における主張によって，上記判断が左右されることはない。

      イ　また，訴外Ｆは，訴外Ｅ名義の口座が仮名取引ではなく，本件口座だけが仮名取
引であることが理解できないと陳述書に記載し，被告も同様の主張をしている
が，訴外Ｅは会社の経営者で，ケイエス企画に大量保有報告書の提出を委任
しておらず（甲１１号証参照），原告においては東京理化工業所の株式を買い
付けていない（Ｃ証言，弁論の全趣旨）など，訴外Ｅ名義の口座と訴外Ａ名義の
本件口座とは名義人の属性や取引内容等が異なるから，訴外Ｆ指摘の点は当
たらないというべきである。

　　　ウ　なお，訴外Ｆは，被告と訴外Ｃとの間の話の内容や，本件口座における取引の
詳細については知らないのであるから，被告とのやり取りの内容や本件口座開
設後の状況に関しては，訴外Ｆの証言は反証たり得ない。したがって，訴外Ｆの
証言をもって，本件口座開設後の取引状況に関する訴外Ｃの証言の信用性が
減殺されることはない。

エ　さらに，訴外Ｂや同Ｅや同Ａは被告の関係者であり，本件訴訟において，その
者らの名義で東京理化工業所の株式取引がなされたことが問題となっている



にもかかわらず，被告は積極的な主張や反論をすることなく，被告自身を含め
これら関係者の陳述書さえ提出しておらず，積極的な反証活動をしていない。

オ　以上の事情を総合すれば，訴外Ｃの証言は信用することができる。
　　(3)　前提事実，甲１ないし４，６号証，訴外Ｃの証言，同人の陳述書（甲１３号証）及び

訴外Ａの本件訴訟提起前の供述（甲９号証）によれば，以下の事実を認めること
ができる。

　　　ア　訴外Ｆは，平成１３年１２月上旬ころ，東京都中央区日本橋茅場町にあるビジネ
スホテル「ユニバース」の喫茶店で訴外Ｃと会い，被告が東京理化工業所の株
式を手掛けているが，のぞみ証券では買付限度枠が一杯で買付けができない
ので，原告で買い付けることができないかという話をした。その際，訴外Ｆは，
被告の名は出せないので，被告の運転手である訴外Ａの名義で口座を開設し
てほしいという話もした。これに対し，訴外Ｃは，東京理化工業所の株式を担保
に同社の株式を購入することはできないことや，発注等を訴外Ａ自身からもら
えれば注文を受けることができるということを言った。

イ　訴外Ｃは，その後，同年１２月１０日までの間に，ケイエス企画の事務所を訪
れて被告と面談したが，その際，被告は，迷惑をかけないから注文を受けてほ
しいなどと，訴外Ａ名義で取引口座を開設することや東京理化工業所の株式の
注文を受けることなどを依頼した。そして，被告は，訴外Ｃに対し，自己及び訴
外Ａの連絡先を伝えた。

ウ　訴外Ｆは，同月１０日，訴外Ｃに対し，訴外Ａが当日に原告本社に行く旨を事
前に連絡した。訴外Ａは，同日，原告本社を訪れ，前記第２，１(2)カのとおり，
本件口座開設の手続をとった。この日，訴外Ｄが訴外Ｃ立会いのもと，訴外Ａと
面談したが，訴外Ｃは，訴外Ｄに対し，自己と訴外Ａとの関係等に関して前に在
職していた証券会社の客であるなどと虚偽の事実を申し向ける一方，被告と訴
外Ａとの関係については何も言わなかった。結局，この日，本件口座が開設さ
れたが，訴外Ｃは，訴外Ａが本件口座において証券取引をするのではなく，被
告がその口座において取引をするものと認識していた。

エ　訴外Ｃは，同月１１日，訴外Ｆから本件口座における取引の担保として現金で
３００万円を受け取った。同月１３日，本件口座において，東京理化工業所の株
式の信用買付けがなされたところ，２１万円の担保不足を生じた。そこで，訴外
Ｃは，これを被告に連絡したところ，被告は，訴外Ｂに伝えておくから取りに行っ
てくれと述べた。訴外Ｃは，同月１７日，ケイエス企画の事務所を訪問し，訴外
Ｂから現金で２１万円を受け取った。その後，訴外Ｃは，いずれも本件口座にお
ける信用取引の担保として，同月１９日に現金５６０万円及び東京理化工業所
の株式５０００株，同月２７日に同株式１万株を受け入れているが，これらも被
告の指示により，訴外Ｂから受け取った。

オ　被告は，本件口座開設後，訴外Ｃの携帯電話に電話をかけてきて，東京理化
工業所の株式の値動きや売買注文の状況等を聞き，訴外Ｃが値動き等を伝え
ると，その際に自ら同社の株式の売買注文を出すことがあった。訴外Ａから電
話で東京理化工業所の株式の信用売買の注文がなされることもあったが，そ
れは被告の指示によるものであり，本件口座での取引の大半は直接被告本人
からの注文によるものであった。

カ　原告は，訴外Ａの自宅に取引報告書を送付していた。しかし，訴外Ａは，訴外
Ｂに通帳や印鑑を預けていた。これらは，ケイエス企画の事務所に保管されて
おり，取引に必要な事務手続は，ケイエス企画においてなされていた。ケイエス
企画の事務所には，被告や訴外Ｂが出入りしていた。

　　(4)　以上認定の事実によれば，本件口座は，被告が東京理化工業所の株式の信用
売買をするために開設したものであり，前記第３，１(3)オのとおり，本件口座での
取引の注文の大半を被告が自らし，訴外Ａが注文行為を行った場合があるといっ
ても，訴外Ａは被告の運転手であり，他の大半の取引は被告が自ら注文している
ことからすれば，訴外Ａが被告に無断で，自らの意思によって取引の注文をしたと
いうことは考え難い。また，訴外Ａが原告に対して自ら申告した資産状況（前記第
２，１(2)カ）や前提事実で認定したような当時の訴外Ａの生活状況等からみて訴
外Ａに２０００万円以上の現金等の担保（前記第２，１(2)キ）を差し入れるだけの資
力があったのか疑問があることや，前記第３，１(3)エの現金等の担保の受取りの
状況，さらには，被告は本件訴訟において原告主張の事実関係に対する実質的
な反論をせず，陳述書さえも提出しようとしなかったことを考え合わせると，本件



口座での取引に際して差し入れられた担保は，訴外Ａではなく，被告またはその
関係者が支出したと認めるのが相当である。

　　　　以上の事情を総合すれば，本件口座における取引の意思決定は，被告によってな
され，その取引主体は被告であると認めるのが相当である。

　　(5)　この点，被告は，訴外Ａが取引主体であると解すべき根拠として種々の裁判例を
挙げているが，被告が挙げる裁判例は，いずれも本件とは事案を異にするもので
ある。なお，被告が度々引用する東京高等裁判所昭和２７年５月２４日判決は，
「自ら資力ある者がその法律上の責任を回避するため無資力の名義人を立て若
しくは仮設人の名義をもってする場合」には，自己の名において当事者となった者
は契約上の責任を負わないことを前提にしていると解されるから，被告にとって有
利な裁判例とは解されない。

　　(6)　本件口座での東京理化工業所の株式の取引主体は被告であるから，被告は契
約上の責任を負い，本件で請求されている立替金の債務者は被告である。

　２　したがって，原告の被告に対する本件請求は理由がある。なお，平成１５年２月１９
日は，本件訴状送達日の翌日である（弁論の全趣旨）。

第４　結論
　　　以上により，原告の被告に対する本件請求を認容することとし，訴訟費用の負担に

つき民事訴訟法６１条を，仮執行の宣言につき同法２５９条１項を，それぞれ適用し
て，主文のとおり判決する。
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